
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

港湾局工務課設備係　（電話番号595-6318 内線951-5623）

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の
理 由

  ポートアイランドDバースに設置されている重量物クレーン２号機において、機械室にある高圧
盤から各装置に電気を送電するケーブルの鋼板製ダクトが著しく腐食している状態であり、今後
さらに腐食が進行すると、腐食したダクトの金属片などが落下する恐れがある。本業務では上
記への対応として、ケーブルダクト等の補修を実施するものである。

　本業務は、老朽化した既設ダクトに補修部材を溶接するため、ダクト内のケーブルを離線等し
たうえで作業する必要があり、配線系統・ルート図面等、製造者しか知り得ない製作図書等の
技術資料が必要不可欠である。
また、補修後の動作確認において、クレーン全体の制御動作が補修前と変わらず正常であるこ
とを確認する必要があるため、クレーンの制御システムを熟知している必要もある。
そのため、本業務の実施に必要不可欠な技術資料を有し、かつ現場とクレーンの制御を熟知
し、安全・確実に実施でき、性能を担保できるのは、当該クレーンの製造メーカーのみである。

　本件「請負人」は、当該クレーンの設計製作を行った川崎重工業株式会社のメンテナンス業務
について移管されており、本業務の実施に必要不可欠な技術を有する唯一の業者である。（川
崎重工業株式会社の１００％出資子会社)
よって、上記業者との随意契約を行うものである。

PI-2号機 ケーブルダクト他補修

川重ファシリテック株式会社


